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2024 年度 第 2 回 11 月 

一橋大本番レベル模試 
歴史総合・日本史探究 採点基準 

◆共通の基準◆ 
１．採点基準においては加点要素を，３点以内のものは太字・アミカケ☐☐で，２点以内のものは二重線□□で，１点以

内のものは下線□□で，それぞれ示している。採点に際しては常に前後の文脈に留意する（◎で示した事項，< >内

に示した事項に内容が反していないかを確認する）。例外的対応などについては※で示してある。 
２．加点要素に直接関係している歴史用語等（太字で表示）について，①誤字・略字を含む表記，②漢字で記すべき語句

のひらがな・カタカナ表記，③漢数字を含む語句への算用数字をもちいた表記は，原則として当該加点要素の配点か

ら漢字1文字分につき１点減点とするが，同一語句・文字がくりかえし不適正な形で表記されている場合は，それぞ

れを減点の対象とするのではなく，まとめて１点減点とする。④脱字，当て字のある歴史用語等の表記は，非加点と

する。 

３．小問の番号の記入がなされていない場合，小問の番号の記入が欄外である場合は，その小問全体の得点から１点減点

とする。 

４．大問の制限字数を超過した答案については，模試という性質を考慮して対処する。 

◆採点基準上の記号◆ 
１．◎   …前提条件       （例）「◎アメリカ」 

                               「a 第一次世界大戦に参戦した」 

                               →答案例「イギリスは第一次世界大戦に参戦した」 

                                       ◎の内容と整合性がないため非加点 

※◎の内容は答案構成において明白にされていれば必ずしも記されていなくても良い 

２. <    >…前提条件       （例）「a <首相の>浜口雄幸」 

                               →答案例「浜口雄幸蔵相」 

                                       <    >の内容と整合性がないため非加点 

※<    >の内容は答案構成において明白にされていれば必ずしも記されていなくても良い 

３．〔    〕…別表現       （例）「a 益田〔天草四郎〕時貞」→「益田時貞」と「天草四郎時貞」 

４．（    ）…省略可能箇所 （例）「a 遙任(国司）」          →「遙任」と「遙任国司」  
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Ⅰ 
問１ 
◆加点要素の合計６点→６点満点◆ 
◎「座」 

a 大山崎の油座 ………１点以内 

b 石清水八幡宮を本所とした ………２点以内 

c 荏胡麻油の販売の独占権を得ていた ………１点以内 

d 荏胡麻の購入の独占権を得ていた ………２点以内 

問２ 
◆加点要素の合計８点→８点満点◆ 
◎15世紀後半 

a 応仁の乱の頃 ………２点以内 

b 細川氏が堺商人と結んで日明貿易に参加した ………３点以内 

c 大内氏が博多商人と結んで日明貿易に参加した ………２点以内 

d 堺に明からの技術がもたらされていた ………１点以内 

問３ 
◆加点要素の合計１０点→１０点満点◆ 
◎外国人による日本に対する白糸の貿易 

a ポルトガル商人による ………２点以内 

b マカオを根拠地として行った ………１点以内 

c 白糸を長崎に運んで日本の銀と交換した ………２点以内 

◎外国人との白糸の貿易に関する制度 

d 糸割符制度 ………２点以内 

e 糸割符仲間に一括購入させた ………２点以内 

f 外国人の利益の独占を排除するためのものだった ………１点以内 

問４ 
◆加点要素の合計６点→６点満点◆ 
◎「藩政改革」 

a 上杉治憲による ………２点以内 

b 興譲館を再興した ………２点以内  

c 天明の飢饉に直面した ………２点以内 

問５ 

◆加点要素の合計７点→７点満点◆ 

◎「訴訟闘争」  

a 国訴 ………２点以内 

b 在郷商人が起こした ………２点以内 

c 株仲間による木綿・菜種の流通独占に対して自由な流通を求めた ………３点以内 

問６ 

◆加点要素の合計１３点→１３点満点◆ 

◎「影響」 

a 生糸が最大の輸出品だったことによる ………２点以内 

b 桐生においてみられた ………２点以内 

c 足利においてみられた ………２点以内 

d 製糸業では工場制手工業が促された ………２点以内 

e 製糸業では工場における労働者の分業にもとづく協業組織による手工業生産が促された ………３点以内 

f 絹織物業は原料不足となった ………２点以内 
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Ⅱ 
問１ 
◆加点要素の合計６点→６点満点◆ 
◎史料Ａ 

a 日朝修好条規 ………２点以内 

※唯一示された法令名である場合や示された複数の法令名の１番目にあたる場合は加点対象とする 

※２番目，３番目に示されている法令名の場合は非加点 

◎史料Ｂ 

b 韓国併合条約 ………２点以内 

※示された複数の法令名の２番目にあたる場合は加点対象とする 

※法令名が１つしか示されておらず史料Ｂにあたる法令名であることが明記されている場合は加点対象とする 

※法令名が２つしか示されておらず史料Ｂにあたる法令名であることが明記されている場合は１番目に示されている法令名であっても加点対象と

する 

※３番目に示されている法令名の場合は非加点 

◎史料Ｃ 

c 日韓基本条約 ………２点以内 

※示された複数の法令名の３番目にあたる場合は加点対象とする 

※法令名が１つしか示されておらず史料Ｃにあたる法令名であることが明記されている場合は加点対象とする 

※法令名が２つしか示されておらず史料Ｃにあたる法令名であることが明記されている場合は２番目に示されている法令名であっても加点対象と

する 

問２ 
◆加点要素の合計１４点→１４点満点◆ 
◎「政変」 

a 明治六年の政変 ………２点以内 

b 内治優先を主張する大久保利通らが征韓論をしりぞけた ………２点以内 

c 征韓派の西郷隆盛らが下野した ………２点以内 

◎史料Ａの条約 

d 江華島事件を機に結ばれた ………２点以内 

e 日本の領事裁判権を認めるものだった ………２点以内  

f 日本の関税免除を認めるものだった ………２点以内 

g 清の朝鮮に対する宗主権を否定するものだった ………２点以内 
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問３ 

◆加点要素の合計２４点→２４点満点◆ 
◎韓国に対する措置 

a 日韓議定書で国内での軍事行動の自由を確保した ………３点以内 

b 第１次日韓協約にもとづいて財政・外交顧問をおいた ………３点以内 

※a 以前のこととした場合は非加点 

◎欧米との交渉 

c アメリカ・イギリス・ロシアから韓国保護国化の承認を得た  ………３点以内 

※a・b 以前のこととした場合は非加点 

◎韓国に対する措置 

d 第２次日韓協約にもとづいて外交権を奪って統監府をおいた ………３点以内 

※a・b・c 以前のこととした場合は非加点 

e ハーグ密使事件を機に高宗を退位させた ………３点以内 

※a・b・c・d 以前のこととした場合は非加点 
f 第３次日韓協約で内政権を掌握して軍を解散させた ………３点以内 

※a・b・c・d・e 以前のこととした場合は非加点 

◎日韓間における事件 

g 伊藤博文が安重根に暗殺された ………３点以内 

※a・b・c・d・e・f 以前のこととした場合は非加点 

◎韓国に対する措置 

h 史料Ｂで植民地化を実現した ………３点以内 

※a・b・c・d・e・f・g 以前のこととした場合は非加点 

問４ 

◆加点要素の合計６点→６点満点◆ 
◎「この内閣」 

a 佐藤栄作内閣 ………２点以内 

b <1968年に>小笠原諸島の日本復帰を実現した ………２点以内 

c <1972年に>沖縄の日本復帰を実現した ………２点以内 

※b 以前のこととした場合は非加点  
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Ⅲ 

問１ 
◆加点要素の合計６点→６点満点◆ 
◎第１回衆議院議員総選挙 

a 満 25歳以上の男性で直接国税 15円以上の納入者が選挙資格とされた ………３点以内 

b 有権者の多くは地主だった ………２点以内 

c 有権者は都市より農村に集中していた ………１点以内 

問２ 
◆加点要素の合計１２点→１２点満点◆ 
◎「この内閣」 

a 第２次山県有朋内閣 ………２点以内 

b 文官任用令を改正した ………２点以内 

c 高級官吏に資格規定を設けた ………１点以内 

d 軍部大臣現役武官制を定めた ………２点以内 

e 現役の大将・中将以外は陸・海軍大臣になれないとした ………３点以内 

f 政党の影響力が官僚・軍部に及ぶことを防ごうとした ………２点以内 

問３ 
◆加点要素の合計１３点→１３点満点◆ 
◎「この内閣」 

a 田中義一内閣 ………２点以内 

◎「この内閣」がとった措置の背景 

b <総選挙で>無産政党が８名の当選者を出した ………２点以内 

c 日本共産党が公然と活動していた ………１点以内 

◎「この内閣」がとった措置 

d 三・一五事件を起こした ………２点以内 

e 四・一六事件を起こした ………２点以内 

f 日本共産党の党員を検挙した ………２点以内 

※ 従前に「日本共産党」を示していた場合に限り「日本共産党」を「共産党」と省略した表記も許容する 

g 全国の警察に特別高等課を設置した ………２点以内 

問４ 
◆加点要素の合計８点→８点満点◆ 
◎「指令」 

a 五大改革が示された ………２点以内 

b マッカーサーから幣原喜重郎に示された ………２点以内 

c 女性参政権の付与が示された ………１点以内 

◎改正された衆議院議員選挙法 

d 選挙人が満 25歳以上の男性から満 20歳以上の男女に変更された ………３点以内 

問５ 
◆加点要素の合計８点→８点満点◆ 
◎「この内閣」のもとで導入された選挙制度 

a 小選挙区比例代表並立制 ………２点以内 

◎「この内閣」 

b 日本新党の細川護熙を首相とする内閣 ………３点以内 

c 非自民８党派の連立内閣 ………１点以内 

◎「この内閣」の成立 

d 55年体制の終了 ………２点以内 

問６ 
◆加点要素の合計３点→３点満点◆ 
◎公職選挙法の改正 

a 選挙資格が満 18歳以上に変更された ………３点以内 

 


